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宮崎県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成25年12月24日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第44号

宮崎県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則

宮崎県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則（平成９年宮崎県規則第53号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（入居者資格）

第２条の２ 条例第５条及び第49条の規則で定める者は、次の各号

のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著し

い障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅において

これを受けることができず、又は受けることが困難であると認め

られる者を除く。

（１）～（７） ［略］

（８） 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律

（平成13年法律第31号）第１条第２項に規定する被害者又は同

法第28条の２に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者

で、同法第３条第３項第３号（同法第28条の２において準用す

る場合を含む。）の規定による一時保護若しくは同法第５条（

同法第28条の２において準用する場合を含む。）の規定による

保護が終了した日から起算して５年を経過していない者又は同

法第10条第１項（同法第28条の２において読み替えて準用する

場合を含む。）の規定により裁判所がした命令の申立てを行っ

た者で当該命令がその効力を生じた日から起算して５年を経過

していないもの

（入居者資格）

第２条の２ 条例第５条及び第49条の規則で定める者は、次の各号

のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著し

い障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅において

これを受けることができず、又は受けることが困難であると認め

られる者を除く。

（１）～（７） ［略］

（８） 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（

平成13年法律第31号）第１条第２項に規定する被害者で、同法

第３条第３項第３号の規定による一時保護若しくは同法第５条

の規定による保護が終了した日から起算して５年を経過してい

ない者又は同法第10条第１項の規定により裁判所がした命令の

申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算し

て５年を経過していないもの
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宮崎県告示第 767号

公の施設に関する条例（昭和39年宮崎県条例第７号）第10条の２

第３項及び教育関係の公の施設に関する条例（昭和39年宮崎県条例

第36号）第５条第３項の規定により、指定管理者を次のとおり指定

した。

平成25年12月24日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称

宮崎県青島青少年自然の家

宮崎県むかばき青少年自然の家

宮崎県御池青少年自然の家

宮崎県青島少年自然の家

宮崎県むかばき少年自然の家

宮崎県御池少年自然の家

２ 指定管理者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

学校法人宮崎総合学院

理事長 川 越 宏 樹

宮崎県宮崎市老松一丁目３番７号

３ 指定の期間

平成26年４月１日から平成31年３月31日まで

宮崎県告示第 768号

森林法（昭和26年法律第 249号）第25条の２第１項の規定により

、次のとおり民有林の保安林の指定をする。

平成25年12月24日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 民有林の保安林の所在場所 串間市大字秋山字大宇戸1981－５

、1981－18、1981－19、1991－１、1991－３、字小高野2056

２ 指定の目的 水源の涵養
かん

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮崎県環境森林

２～４ ［略］

（入居補充通知）

第３条 ［略］

（配偶者のない者に準ずる者）

第３条の２ 条例第８条第６項の規則で定める者は、次の各号のい

ずれかに該当する者とする。

（１） 配偶者の生死が明らかでない者

（２） 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能

力を失っている者

（３） 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているためそ

の扶養を受けることができない者

（４） 婚姻によらないで父又は母となった者で現に婚姻（婚姻の

届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を

含む。）をしていないもの

第３条の３・第３条の４ ［略］

様式第４号の２（第３条の４関係）

［略］

２ 入居期間

入居期間は、宮崎県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規

則第３条の３第３項の規定により、 年 月 日から

年 月 日までとします。

［略］

様式第４号の３（第３条の４関係）

［略］

２ 入居期間

入居期間は、宮崎県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規

則第３条の３第３項の規定により、 年 月 日から

年 月 日までであること。

［略］

様式第４号の４（第３条の４関係）

［略］

２～４ ［略］

（入居補充通知）

第３条 ［略］

第３条の２・第３条の３ ［略］

様式第４号の２（第３条の３関係）

［略］

２ 入居期間

入居期間は、宮崎県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規

則第３条の２第３項の規定により、 年 月 日から

年 月 日までとします。

［略］

様式第４号の３（第３条の３関係）

［略］

２ 入居期間

入居期間は、宮崎県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規

則第３条の２第３項の規定により、 年 月 日から

年 月 日までであること。

［略］

様式第４号の４（第３条の３関係）

［略］

附 則

この規則は、平成26年１月１日から施行する。ただし、第２条の２第１項第８号の改正規定は、同月３日から施行する。

告告 示示
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部自然環境課及び南那珂農林振興局並びに串間市役所に備え置い

て縦覧に供する。）

宮崎県告示第 769号

森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産

大臣から、次のとおり保安林の指定を解除する予定である旨の通知

があった。

平成25年12月24日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 解除予定保安林の所在場所 都城市（国有林。次の図に示す部

分に限る。）

２ 保安林として指定された目的 水源の涵養
かん

３ 解除の理由 指定理由の消滅

（「次の図」は、省略し、その図面を宮崎県環境森林部自然環境

課及び北諸県農林振興局並びに都城市役所に備え置いて縦覧に供す

る。）

宮崎県告示第 770号

森林法（昭和26年法律第 249号）第33条の２の規定により、保安

林の指定施業要件を変更する予定である。

平成25年12月24日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 東臼杵郡美郷町

北郷区宇納間字八重6223－１

２ 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 主伐は択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮崎県環境森林

部自然環境課及び東臼杵農林振興局並びに美郷町役場に備え置い

て縦覧に供する。）

宮崎県告示第 771号

公の施設に関する条例（昭和39年宮崎県条例第７号）第10条の２

第３項の規定により、指定管理者を次のとおり指定した。

平成25年12月24日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称

宮崎県機械技術センター

２ 指定管理者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

公益財団法人宮崎県機械技術振興協会

理事長 首 藤 正 治

宮崎県延岡市大武町39番地82

３ 指定の期間

平成26年４月１日から平成31年３月31日まで

宮崎県告示第 772号

宮崎県沿道修景美化条例（昭和44年宮崎県条例第13号）第10条第

１項の規定により、次の沿道修景植栽地区の指定を解除する。

平成25年12月24日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県告示第 773号

宮崎県沿道修景美化条例（昭和44年宮崎県条例第13号）第10条第

１項の規定により、次の沿道修景植栽地区の区域を変更する。

平成25年12月24日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県告示第 774号

都市計画法（昭和43年法律第 100号）第63条第１項の規定により

、平成21年宮崎県告示第 279号による綾都市計画下水道事業の事業

計画の変更を次のとおり認可した。

平成25年12月24日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 施行者の名称

綾町

２ 都市計画事業の種類及び名称

綾都市計画下水道事業 綾公共下水道

３ 事業施行期間

平成13年6月7日から平成30年3月31日まで

４ 事業地

収用の部分

変更なし

使用の部分

変更なし

宮崎県沿道修景美化条例（昭和44年宮崎県条例第13号）第９条第

１項の規定により、次のとおり沿道修景植栽地区を指定したいので

、関係書類を平成25年12月24日から平成26年１月14日まで宮崎県県

土整備部道路保全課、宮崎県宮崎土木事務所及び宮崎県西都土木事

修景用植物の

種類

区 域名 称路線名

ワシントニア

パーム

宮崎市大字田吉字津和田地

内

宮崎空

港線沿

道修景

植栽地

区

主要地

方道宮

崎空港

線

修景用植物の

種類

区 域名 称路線名

ムクゲ児湯郡都農町大字川北都農

バイパス地内

都農バ

イパス

沿道修

景植栽

地区

国道10

号

公公 告告
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務所並びに宮崎市都市整備部景観課及び西都市建設課に備え置いて

公衆の縦覧に供する。なお、宮崎市及び西都市並びに利害関係人は

、当該沿道修景植栽地区の指定について縦覧期間満了の日までに、

宮崎県知事に異議の申出をすることができる。

平成25年12月24日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県沿道修景美化条例（昭和44年宮崎県条例第13号）第10条第

１項の規定により、次の沿道修景植栽地区の区域を変更したいので

、関係書類を平成25年12月24日から平成26年１月14日まで宮崎県県

土整備部道路保全課、宮崎県高岡土木事務所及び宮崎市都市整備部

景観課に備えおいて公衆の縦覧に供する。なお、宮崎市及び利害関

係人は、当該沿道修景植栽地区の変更について縦覧期間満了の日ま

でに、宮崎県知事に異議の申出をすることができる。

平成25年12月24日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

都市計画法（昭和43年法律第 100号）第21条第２項において準用

する同法第20条第１項の規定により、都市計画の図書の写しが送付

されたので、次のとおり公衆の縦覧に供する。

平成25年12月24日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 都市計画を定める者の名称

小林市

２ 都市計画の種類及び名称

小林都市計画公園

４・４・１号 緑ヶ丘公園

３ 縦覧場所

宮崎県県土整備部都市計画課

宮崎県小林土木事務所

都市計画法（昭和43年法律第 100号）第59条第２項の規定による

次の都市計画事業の認可を受けたので、同法第66条の規定により、

公告する。

平成25年12月24日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 都市計画事業の種類及び名称

都城広域都市計画道路事業 ３・６・63号 中央西通線

２ 施行者の名称

宮崎県

３ 事務所の所在地及び名称

都城市北原町24の21 宮崎県都城土木事務所

４ 事業地

収用の部分

宮崎県都城市中町、牟田町及び大王町地内

使用の部分

宮崎県都城市牟田町及び大王町地内

宮崎県公営企業告示第２号

宮崎県一ツ瀬川県民スポーツレクリエーション施設条例（平成17

年宮崎県条例第60号）第12条第３項の規定により、指定管理者を次

のとおり指定した。

平成25年12月24日

宮崎県公営企業管理者 企業局長 熱 砂 公 一

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称

一ツ瀬川県民スポーツレクリエーション施設

２ 指定管理者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

一般財団法人一ツ瀬川県民スポーツセンター

理事長 中 下 和 幸

宮崎県児湯郡新富町大字新田字七俣2591番地

３ 指定の期間

平成26年４月１日から平成31年３月31日まで

宮崎県選挙管理委員会告示第66号

政治資金規正法（昭和23年法律第 194号）第６条第１項及び第７

条並びに第17条第１項の規定により、政党その他の政治団体から設

立及び異動並びに解散の届出があったので、同法第７条の２第１項

及び第17条第３項の規定により、次のとおり告示する。

平成25年12月24日

宮崎県選挙管理委員会委員長 後 藤 仁 俊

修景用植物の

種類

区 域名 称路線名

クチナシ、ハク

モクレン、ラク

ウショウ、ハコ

ネウツギほか

宮崎市高岡町大字梁瀬地内

宮崎市高岡町法ヶ代地内

梁瀬沿

道修景

植栽地

区

国道 2

68号

企業局公営企業告企業局公営企業告示示

選挙管理委員会告選挙管理委員会告示示

修景用植物の

種類

区 域名 称路線名

ケヤキ、コブシ

、ソメイヨシノ

、サルスベリ

西都市大字右松地内園元沿

道修景

植栽地

区

国道 2

19号

クスノキ宮崎市橘通東地内楠並木

沿道修

景植栽

地区

主要地

方道宮

崎島之

内線

クスノキ、ワシ

ントニアパーム

宮崎市高千穂通地内高千穂

通沿道

修景植

栽地区

主要地

方道宮

崎停車

場線

ワシントニアパ

ーム、サンゴシ

ドウ、ビロウ

宮崎市大字田吉字津和田地

内

宮崎空

港線沿

道修景

植栽地

区

主要地

方道宮

崎空港

線



宮 崎 県 公 報 平成 25年 12月 24日（火曜日） 第 2551号

害 5害

１ 設立届

○政党の支部

形 国会議員関係政治団体以外の政党の支部

○その他の政治団体

形 国会議員関係政治団体以外の政治団体

穴 法第19条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体

２ 異動届

○政党の支部

○その他の政治団体

届出年月日

一以上の市町
村等の区域を
単位として設
けられる支部

主たる事務所の所在地会計責任者の氏名代表者の氏名政治団体の名称

平成25年４月３日○延岡市別府町3322番地橋 本 学後 藤 哲 朗
自由民主党宮崎県延岡市
第二支部

平成25年４月10日○宮崎市清水３－５－６金丸ビル串 間 明 夫中 山 成 彬
日本維新の会宮崎県総支
部

届出年月日主たる事務所の所在地会計責任者の氏名代表者の氏名政治団体の名称

平成25年４月17日えびの市大字浦 282番地稲 田 優田 口 正 英田口正英後援会

平成25年４月25日都城市上長飯町93号３番地杉 村 良 子杉 村 義 秀杉村義秀後援会

届出年月日公職の種類主たる事務所の所在地会計責任者の氏名代表者の氏名政治団体の名称

平成25年４月８日参議院議員都城市栄町24－１大 浦 緑五十嵐 郁 子なかよしの党五十嵐郁子後援会

届出年月日異 動 前異 動 後異 動 事 項政治団体の名称

平成25年４月３日長 谷 川 亮佐 藤 公 男会 計 責 任 者 の 氏 名
自由民主党宮崎県たばこ耕作支
部

平成25年４月４日太 崎 隆境 田 良 二会 計 責 任 者 の 氏 名自由民主党宮崎県宅建支部

平成25年４月５日太 崎 隆中 村 仁 司会 計 責 任 者 の 氏 名
自由民主党宮崎県都城市第一支
部

平成25年４月８日

都城市高崎町江平2347
都城市高崎町東霧島 271
－３

主たる事務所の所在地

自由民主党高崎支部
伊 達 照 賢永 田 浩 一代 表 者 の 氏 名

稲 丸 利 弘村 雲 宗 年会 計 責 任 者 の 氏 名

平成25年４月15日佐 保 満 男杉 本 道 生会 計 責 任 者 の 氏 名自由民主党日之影町支部

平成25年４月15日
日本維新の会衆議院宮崎
県第一支部

日本維新の会衆議院宮崎
県第１選挙区支部

政 治 団 体 の 名 称
日本維新の会衆議院宮崎県第１
選挙区支部

平成25年４月18日日 窓 憲 治押 田 和 義会 計 責 任 者 の 氏 名自由民主党綾町支部

届出年月日異 動 前異 動 後異 動 事 項政治団体の名称

平成25年４月１日前 田 峰 子川 越 祐 紀会 計 責 任 者 の 氏 名松山清子後援会

平成25年４月１日長 谷 川 亮佐 藤 公 男会 計 責 任 者 の 氏 名
全国たばこ耕作者政治連盟宮崎
県支部

平成25年４月３日大 迫 敏 輝黒 木 昭 秀会 計 責 任 者 の 氏 名日本弁護士政治連盟宮崎県支部

平成25年４月４日橋 本 和 夫河 野 孝 文会 計 責 任 者 の 氏 名西都地区建設業政治連盟

平成25年４月４日太 崎 隆境 田 良 二会 計 責 任 者 の 氏 名宮崎県不動産政治連盟

平成25年４月５日
大 浦 秋 租中 村 茂 美代 表 者 の 氏 名

中村幸一後援会
太 崎 隆中 村 仁 司会 計 責 任 者 の 氏 名
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３ 解散届

○その他の政治団体

宮崎県選挙管理委員会告示第67号

政治資金規正法（昭和23年法律第 194号）第17条第１項の規定に

より、解散した政治団体の代表者及び会計責任者から提出された収

入及び支出に関する報告書の要旨は、次のとおりである。

平成25年12月24日

宮崎県選挙管理委員会委員長 後 藤 仁 俊

（その他の政治団体）

政治団体の名称 日高一直後援会

報告年月日 平成25年４月１日

（平成24年分）

１ 収入・支出の総額

茨 収入総額 0円

ア 前年繰越額 0円

イ 本年収入額 0円

芋 支出総額 0円

（平成25年分）

１ 収入・支出の総額

茨 収入総額 0円

ア 前年繰越額 0円

イ 本年収入額 0円

芋 支出総額 0円

政治団体の名称 一直会

報告年月日 平成25年４月１日

（平成24年分）

１ 収入・支出の総額

茨 収入総額 303円

ア 前年繰越額 303円

イ 本年収入額 0円

芋 支出総額 0円

（平成25年分）

１ 収入・支出の総額

茨 収入総額 303円

ア 前年繰越額 303円

イ 本年収入額 0円

芋 支出総額 0円

政治団体の名称 渡辺京子後援会

報告年月日 平成25年４月３日

（平成25年分）

１ 収入・支出の総額

茨 収入総額 0円

ア 前年繰越額 0円

イ 本年収入額 0円

芋 支出総額 0円

政治団体の名称 幸友会

報告年月日 平成25年４月５日

（平成24年分）

１ 収入・支出の総額

茨 収入総額 0円

ア 前年繰越額 0円

イ 本年収入額 0円

芋 支出総額 0円

政治団体の名称 井川原志庫男後援会

報告年月日 平成25年４月24日

（平成24年分）

１ 収入・支出の総額

茨 収入総額 0円

ア 前年繰越額 0円

平成25年４月５日
西都市妻町１丁目50番地

児湯郡新富町富田南４丁
目52番地

主たる事務所の所在地
宮崎県歯科医師連盟西都児湯支
部

野 間 隆 文宮 地 英 輝代 表 者 の 氏 名

平成25年４月８日
日向市江良町４－40日向市南町58番地主たる事務所の所在地

宮崎県歯科医師連盟日向支部
三 股 政 夫田 村 俊 二代 表 者 の 氏 名

平成25年４月８日川 越 孝 司黒 木 隆 年代 表 者 の 氏 名近藤けい子後援会

平成25年４月９日

衆 議 院 議 員参 議 院 議 員公 職 の 種 類

道休誠一郎後援会
道休誠一郎、衆議院議員道休誠一郎、参議院議員

公職の候補者の氏名及び
公職の種類

平成25年４月23日宮 下 廣 計岩 城 朋 久代 表 者 の 氏 名宮崎市商振連政治連盟

届出年月日主たる事務所の所在地会計責任者の氏名代表者の氏名政治団体の名称

平成25年４月１日日向市大字日知屋1400－18黒 田 道 康廣 島 文 男日高一直後援会

平成25年４月１日日向市大字日知屋1400－18黒 田 道 康日 高 一 直一直会

平成25年４月３日東諸県郡国富町大字木脇4971渡 辺 靜 男井 上 民之助渡辺京子後援会

平成25年４月５日都城市志比田町5259番地１太 崎 隆中 村 幸 一幸友会

平成25年４月24日えびの市大字末永 342番地松 田 政 則久見迫 悟井川原志庫男後援会
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イ 本年収入額 0円

芋 支出総額 0円

宮崎県選挙管理委員会告示第68号

政治資金規正法（昭和23年法律第 194号）第19条第２項及び第３

項の規定により、資金管理団体の指定及び届出事項の異動並びに指

定取消等の届出があったので、同法第19条の２第１項の規定により

、次のとおり告示する。

平成25年12月24日

宮崎県選挙管理委員会委員長 後 藤 仁 俊

１ 指定届

○その他の政治団体

２ 異動届

○その他の政治団体

３ 取消届

○その他の政治団体

宮崎県選挙管理委員会告示第69号

平成24年12月16日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙に係る候補

者の選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要旨について、公職

選挙法（昭和25年法律第 100号）第 192条第１項の規定により、次

のとおり公表する。

平成25年12月24日

宮崎県選挙管理委員会委員長 後 藤 仁 俊

届出年月日代表者の氏名主たる事務所の所在地資金管理団体の名称公職の種類届出者

平成25年４月８日五十嵐 郁 子都城市栄町24－１
なかよしの党五十嵐
郁子後援会

参議院議員五十嵐 郁 子

届出年月日異動前異動後異動事項資金管理団体の名称公職の種類届出者

平成25年４
月９日

衆 議 院 議 員参 議 院 議 員公 職 の 種 類道休誠一郎後援会参議院議員道 休 誠一郎

届出年月日代表者の氏名主たる事務所の所在地資金管理団体の名称公職の種類届出者

平成25年４月１日日 高 一 直日向市大字日知屋1400－18一直会日向市議会議員日 高 一 直

平成25年４月５日中 村 幸 一都城市志比田町5259番地１幸友会宮崎県議会議員中 村 幸 一
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